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・大見出し
西多摩衛生組合　小金井市のごみもちこみ６ヶ月
一日もはやい受入れストップを
日本共産党

・リード文
　今年の４月から、小金井市の可燃ごみが西多摩衛生組合（羽
村市）で燃やされています。もちこみから６ヶ月が経過し、西
多摩衛生組合、小金井市、羽村市ではどのような対応がすすめ
られているのかを、まとめてみました。そして西多摩衛生組合
の地元市民として何ができるのか、考えてみました。

・中見出し
西多摩衛生組合へのごみ搬入●トンは羽村市のごみ量にひって
き。ダイオキシンも増加傾向
・本文
４月～９月末までに西多摩衛生組合へ運び込まれた小金井市の
ごみは●トンになります。当初の予定量からは●％の減量がな
されているとはいえ、この量は羽村市のごみ量にひってきしま
す。西多摩衛生組合を構成している羽村市・青梅市・福生市・
瑞穂町では、環境対策としてごみの減量につとめてきました。
しかし、小金井市のごみ持込みにより、●年前の水準まで戻っ
てしまった計算になります。
　また、市内３箇所（瑞穂町では2箇所）でおこなわれている
ダイオキシン調査の結果を見てみると、小金井市のごみ搬入ス
タート後の今年６月データは、いづれもダイオキシン類の増加
がみられます。ごみ量が増えれば、有害物質が増えるのは当然
とはいえ、決して見過ごすことはできません。

・中見出し
小金井市では「市民検討委員会」が開催中
議論は「いったり来たり」。羽村市民の声に理解も。
・本文
　小金井市では、新しい焼却炉をどこにつくるのかを決める「
市民検討委員会」が続けられています。来年の８月までに結論
を出すため、２週間に１回のペースで開催され、すでに●回目
となっています。委員自らも「●●●●」と認めるほど、議論
はいったり来たりで、具体的にどこに焼却炉をつくるのか、具
体的な議論は深まっていません。第９回委員会には、羽村市民
から「一刻もはやく場所の決定を」と小金井市に提出された意
見書について議論が交わされ、真剣に受け止める発言をする委
員もいるなど、一般市民の目線での議論もなされています。「
自分たちのごみは自分たちで処理をする」という原則に立って
、きちんとした結論を出す責任が、小金井市と市民にはありま
す。

・中見出し
並木市長は「広域支援だから」の一点ばり。
この説明では納得できません
・本文
　日本共産党の鈴木たくや議員は６月議会で「●●」と並木市
長に質問。並木市長は「●●」との答弁をおこなっています。
　しかし、「一所懸命に管理していたが、故障や建て替えで、
どうしても一時的に処理ができなくなった場合」に助け合う制
度が「広域支援協定」です。
　小金井市のケースは、市が一所懸命にやってこなかったため
に、ごみを燃やす場所がなくなってしまい、あちこちの処分場
に泣きついてきた、というのが実態です。これでは「広域支援
だから」では説明がつきません。
　市民の健康や命に責任を負うのが市長の仕事です。その責任
を果たさず、市民への説明もきわめて不十分なままごみの受入
れを続けている市長の責任は重大です。

・中見出し
市民が声あげ、一日も早いごみ搬入ストップを
・本文
　小金井市の「市民検討委員会」でも、羽村市民からの声に敏
感な反応がしめされています。
「羽村市民は、一刻もはやく小金井市のごみ受入れを中止すべ
きだと考えている」との声を大きく上げ、健康的に住みつづけ
られ、子ども達に安全な環境を手渡していく・・このことが私
たちの責任ではないでしょうか。
日本共産党はみなさんと力あわせ、小金井市のごみ持ち込みを
一刻もはやくストップしていくこと、そして、市民の声を無視
して他市のごみが簡単にもちこまれてしまう、という現在の西
多摩衛生組合の事業や取り決めのありかたを見直しさせていく
ため、力をつくしていきます。

・ごみ搬入から現在までの経過
・小金井市では何がおこなわれているか
・羽村市はどういう対応をとっているか
・西多摩衛生組合はどうなっているか
・・・・これらのことが良くわかること大事。
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日本共産党
　今年の４月から、小金井市の可燃ごみが西多摩衛生組合（羽村市）で燃やされています。小金井市が、

新しい焼却炉をつくれないまま、老朽化した古い焼却炉を閉鎖してしまったためです。（小金井市は、１０

年後に新しい焼却炉を建設するとしています。）

　もちこみから６ヶ月が経過し、西多摩衛生組合、小金井市、羽村市ではどのような対応がすすめられて

いるのかを、まとめました。そして西多摩衛生組合の地元市民として何ができるのか、考えてみました。

西多摩衛生組合への小金井市の搬入済みごみ4,624トンは
瑞穂町のごみ量にひってき ダイオキシンも増加傾向

　４月～９月末までに西多摩衛生組合へ運び込まれた小金井市の

ごみは４，６２４トンになります。当初の予定量からは２１％の

減量がなされているとはいえ、この量は瑞穂町のごみ量にひって

きします。

　羽村市はかつて多摩地域の「ごみ捨て場」として苦しめられて

きた過去をもち、西多摩衛生組合を構成している羽村市・青梅

市・福生市・瑞穂町では、ごみの減量につとめてきました。しか

し、小金井市のごみ持込みはこの努力に逆行するものとなってい

ます。

　また、市内３箇所（瑞穂町では2箇所）でおこなわれている大

気環境中のダイオキシン調査の結果を見てみると、小金井市のご

み搬入スタート後の今年６月データは、２ヶ所で大幅なダイオキ

シン類の増加がみられます。環境基準値以下にとどまっていると

はいえ、微量でも健康への影響がある有害物質が増えていること

は、決して見過ごすことはできません。

小金井市では「新焼却施設場所選定等市民検討委員会」が開催
中。議論は「いったり来たり」　　羽村市民の声に理解も

並木市長は「広域支援だから」の一点ばり

この説明では納得できません

　日本共産党の鈴木たくや議員は６月議会で「小金井市の失政の

つけを、なぜ羽村市民が負わねばならないのか？」と並木市長を

追及。

　これにたいし並木市長は「今回の西多摩衛生組合のごみの受入

れについては、『多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定』にも

とづく、相互支援であると認識している」との答弁をおこなって

います。

　しかし、「一所懸命に管理していたが、故障や建て替えで、ど

うしても一時的に処理ができなくなった場合」に助け合う制度が

「広域支援協定」です。

　今回のケースは、小金井市が一所懸命にやってこなかったため

に、ごみを燃やす場所がなくなってしまい、あちこちの処分場に

泣きついてきた、というのが実態です。これでは「広域支援協定

だから」では説明がつきません。

　市民の健康や命に責任を負うのが市長の仕事です。その責任を

果たさず、市民への説明もきわめて不十分なままごみの受入れを

続けている市長の責任は重大です。

市民が声あげ、一日も早いごみ搬入ストップとごみ減量を

　小金井市の「市民検討委員会」でも、羽村市民からの声に敏感

な反応がしめされています。

「羽村市民は、一日もはやく小金井市のごみ受入れを中止すべき

だと考えている。」との声を大きくあげ、健康的に住みつづけら

れ、子ども達に安全な環境を手渡していく

・・このことが私たちの責任ではないでしょうか。

　日本共産党はみなさんと力あわせ、西多摩衛生組合への小金井

市のごみ持ち込みを一日もはやくストップするために、持ち込ま

れるごみ量を減らすために努力します。

　また、「市民の声を無視して他市のごみが簡単にもちこまれて

しまう」という現在の西多摩衛生組合の事業や取り決めのありか

たの見直し、環境調査の充実と情報公開の徹底をはかるため、力

をつくしていきます。

　小金井市では、新しい焼却炉をどこにつくるのかを決める「市

民検討委員会」が続けられています。来年の８月までに結論を出

すため、２週間に１回の

ペースで開催され、すで

に１０回目となっていま

す。全体で２７回を予定

しています。

　委員自らも「なかなか

前へ進まない」と認める

ほど、議論はいったり来たりで、具体的にどこに焼却炉をつくる

のか、議論は深まっていません。

　しかし、委員会では、羽村市民から出された「要望書」につい

て議論される中で、羽村市民の声を真剣に受け止める発言をする

委員もいるなど、一般市民の目線での議論もなされています。

「自分たちのごみは自分たちで処理をする」という原則に立って、

きちんとした結論を出す責任が、小金井市と市民にはあります。
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①●●について、どうお考えですか？
1、絶対反対　2、やむ終えない　3、積極的にこたえるべき

②　①で答えた理由を教えてください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

裏面に続く→

③ご意見をぜひお寄せください。

もしよろしければご記入
ください。
住所

名前

「小金井市新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会」のスケジュール

●ごみ処理量の確認・予測　　　８月～１０月半ば

●ごみ処理施設についての検討　９月～１１月

●候補地選定条件の整備　　　　11月～０８年１月

●中間報告　　　　　　　　　　11月半ば～12月半ば

●候補地選定　　０８年２月～５月

●答申書の作成　０８年６月

●予備期間　　　０８年７月～８月

全２７回を予定。（そのほかに必要に応じて施設見学会
をおこなう）

「広域支援」の実施協定書より

２条　本協定の適用範囲は、次のとおりとする。

１、市町村等のごみ処理施設等が、予測できない緊急事態に陥り、

　　適切なごみ処理に支障が生じた場合。

２、市町村等のごみ処理施設等が、予め計画された定期点検、改修、

　　更新・新設のため、その運転を停止し適切なごみ処理に支障が

　　生じる見込みの場合

●羽村市双葉町住民有志から「小金井市の可燃ごみ自

区内処理へ向けての要望書」　平成19年9月21日

●羽村市住民有志から「小金井市の可燃ごみの自区

内処理をもとめる要望書」　平成19年10月４日

　新炉建設に向けての計画を見直し、期間半減などの計

画の前倒しと、西多摩衛生組合に持ち込まれるごみの大

幅な減量を、当衛生組合にもっとも近い双葉町の住民と

して強く要望いたします。

　貴市におかれましては、西多摩衛生組合の所在する羽

村市の住民や議会の思いを重く受け止め、１日も早く自

区内処理をするよう強くもとめます。

青梅市

福生市

羽村市

瑞穂町

小金井市

今年４～９月のごみ量

青梅市 17,123t（42.1％）

福生市  7,375t (18.2％)

羽村市  6,799t (16.7％)

瑞穂町  4,707t (11.6％)

小金井市 4,624t (11.4％)

羽村市内３ヶ所での大気環境中のダイオキシン類調査
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羽村市民から小金井市長へ提出された要望書

羽村市民には「報告」だけでごみがもちこめ
るしくみに―これを変える必要があるのでは
ないでしょうか。

いずれも小金井市の「市民検討委員会」で配布されました

日本共産党羽村市委員会
は見解を発表しました。
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公害防止協定にもとづく周辺住民との今後の対応で

ございますけれども(･･･)対策協議会の方に連絡を

し、話し合いをおこない、搬入措置を講ずるという

ことです。(･･･)広域支援をする、しない、の決断

を求める協議とは違います。広域支援はします。

(平成19年2月23日西多摩衛生組合議会での衛生

組合からの答弁）

３中
松林小
あさひ公園

＜「検討委員会」の今後のスケジュールなどは裏面下に。＞

http://www.city.koganei.lg.jp/kakuka/kankyoubu/gomitaisakuka

/siryou/siminkentouiinkai/index.html

●これまでの会議の議事録はインターネットに公表されています。

★次回（11回目）は10月21日午前９時半から小金井市役所・本庁舎３階・第一会議室でおこなわれます。誰でも傍聴できます。

みなさんのご意見をお寄せください（０８０－１０５８－９４５０　鈴木まで）

◆◆無料法律相談は、11月13日午後１時半からです。ご連絡ください。◆◆


